
 

 

令和７年度採用 

 

高根沢町職員採用試験案内 

〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末 2053 番地  

高根沢町総務課人事係 ℡ 028-675-8101  

  

令和７年度採用の高根沢町職員採用試験を次のとおり行います。 
 

◎ 受 付 期 間  令和６年７月 12日（金）～８月 16日（金） 

◎ 第１次試験 令和６年９月２日（月）～９月 18日（水） 
 

【令和７年度採用高根沢町職員採用試験における変更点】 
 

 

 

 

 

 

 

【テストセンター方式とは】 
 全国 47都道府県 350か所以上の試験会場（テストセンター）で、パソコンを使用して実施する試験です。 

 試験期間内であれば、受験者の都合に合わせて受験日時が選択できます。 

 

１ 職種・採用予定人員及び受験資格 

 

【一般事務】 

職   種 採用予定人員 受   験   資   格 

一般事務Ａ ６人程度 
昭和 54 年４月２日から平成 19 年４月１日までに生まれた人

で、高校卒業程度の学力を有する人 

一般事務Ｂ 
（障害者対象） 

２人程度 

昭和 54 年４月２日から平成 19 年４月１日までに生まれた人

で、高校卒業程度の学力を有し、次の要件をすべて満たす人 

（１）身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、

児童相談所等が発行した知的障害の判定書のいずれかの

交付を受けている人 

（２）活字印刷の文による出題に対応できる人 

 

【保健師】 

職   種 採用予定人員 受   験   資   格 

保健師 ４人程度 
昭和 54 年４月２日以降に生まれた人で、すでに保健師の免許

を有するか令和７年３月 31日までに取得見込みの人 

 

① 第１次試験をテストセンター方式で実施します 

② 新たな職種として「心理」、「建築」を募集します 

③ 専門職（保健師・心理・建築）は教養試験、論文試験を行いません 



【心理】 

職   種 採用予定人員 受   験   資   格 

心理Ａ（主事級） 

１人程度 

昭和 54 年４月２日以降に生まれた人で、すでに臨床心理士又

は公認心理師の資格を有するか令和７年３月 31 日までに取得

見込みの人 

 

※主事級又は主査級のいずれかから一つを選択し申し込んでく

ださい。申込後の職位の変更はできません。 
心理Ｂ（主査級） 

 

【建築】 

職   種 採用予定人員 受   験   資   格 

建築Ａ（主事級） 

１人程度 

昭和 54 年４月２日以降に生まれた人で、建築の専門学科を修

了して高校以上（大学、短期大学、専門学校において専門課程

を修了した場合を含む）を卒業し、かつ民間企業又は他官公庁

で３年以上の建築に関する実務経験（建築物の設計、工事監

理、施工管理等）を有する人 

 

※主事級又は主査級のいずれかから一つを選択し申し込んでく

ださい。申込後の職位の変更はできません。 

建築Ｂ（主査級） 

 

◆「心理Ａ」「建築Ａ」は主事級（行政職給料表１級）での採用、 

 「心理Ｂ」「建築Ｂ」は主査級（行政職給料表３級）での採用となります。 
【主事級、主査級とは】 

 本町における職位構成は、上から課長級、課長補佐級、係長級、主査級、主任主事級、主事級となってお

り、それぞれの職位に求められる役割は異なります。今回募集する主事級、主査級に求められる役割は次の

とおりです。 

 （主事級） 

 専門性を発揮して分担業務を処理する役割 

 （主査級） 

  主事級の内容に加え、次の役割を担います。 

  ・関係課局等と連携を図り、進捗管理をしながら事業を計画的に推進する。 

  ・下位の職の者に対する指導、助言を通して人材育成に取り組む。 

 
（参考）高根沢町の職位構成 

職位の級数 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 

職位 課長級 課長補佐級 係長級 主査級 主任主事級 主事級 

求められる 

主な役割 

課の分掌事務を

管理し、所属職

員を指揮監督す

る。 

課長を補佐する

とともに、所管

する事務の総括

管理をする。 

係の分担事務を

指揮監督する。 
上記のとおり 

分担業務を処理

するとともに、

下位の職の者へ

の指導をする。 

上記のとおり 

 

◆次の資格は採用時までに取得することが望ましいです。 
 道路交通法施行規則第２条に規定する普通自動車を運転することができる運転免許 

 ※業務において公用車の運転が必要なため。ただし、年齢要件等により運転免許が取得できない事情があ

る場合は、この限りではありません。 

◆次の各号のいずれかに該当する方は、受験できません。 
 (1) 日本の国籍を有しない方 

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方 

 (3) 高根沢町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過していない方 

 (4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 



２ 試験の日程、場所、試験内容等について 

（１）試験の日程・内容 

区分 日程 場所 試験内容 合格発表 

第
一
次
試
験 

９月２日（月） 

～ 

９月 18日（水） 

テストセンター 

 

※詳細は申込み後

に送信する受験案

内メールでお知ら

せします。 

①教養試験（高校卒業程度） 

５肢択一式 120題 

②適応性検査 

240題 

 
※①②はテストセンター方式で実施 

※専門職（保健師・心理・建築）は

①教養試験を行わず、代わりに書類

選考を実施します。 

９月 25日（水） 

 

高根沢町のホー

ムページに掲示

するほか合格者

に通知します。 

【教養試験】 

社会についての関心や基礎的・常識的な知識、職務遂行に必要な基礎的な言語能力・論理

的思考力を測定する試験 

【適応性検査】 

 職場への適応性を職務や対人関係に関連する性格の面からみる検査 

【書類選考】 

 申込みフォームに入力いただいた申込内容に基づき、職務に対する適正等を評価 

第
二
次
試
験 

10月５日（土）

又は 

10月６日（日） 

 

予定 

高根沢町役場 

 

※詳細は第１次試

験合格者に通知し

ます。 

（E ﾒｰﾙ） 

①論文試験 

②面接試験 

 
※受験する職種によって、個人面接

又は集団面接となります。 

※専門職（保健師・心理・建築）は

①論文試験を行いません。 

10月中旬 

第
三
次
試
験 

10月下旬 

高根沢町役場 

 

※詳細は第２次試

験合格者に通知し

ます。 

（E ﾒｰﾙ） 

個人面接試験 10月下旬 

 

（２）各職種の試験内容一覧 

職種 

１次試験 ２次試験 ３次試験 

テストセンター方式 
書類選考 論文試験 集団面接 個人面接 個人面接 

教養試験 適応性検査 

一般事務Ａ ● ● － ● ● － ● 

一般事務Ｂ ● ● － ● － ● ● 

保健師 － ● ● － ● － ● 

心理Ａ・Ｂ － ● ● － － ● ● 

建築Ａ・Ｂ － ● ● － － ● ● 

 

（３）資 格 調 査 

 最終合格者を対象に、受験資格の有無、申込内容の真否等について調査します。 

 建築Ａ・Ｂについては、最終合格発表後に町が指定する様式で職歴を証明していただきます。 



３ 採 用 

 

 （１）最終合格者は、令和７年４月１日採用予定です。 

 （２）採用内定通知は、令和６年 10月下旬頃本人宛通知します。 

 

４ 給与・勤務条件 
  

【初任給について】                                        （令和６年４月１日現在） 

区分 職 務 経 験 等 初 任 給 

一般事務Ａ 

一般事務Ｂ 

保健師 

心理Ａ 

建築Ａ 

高校卒（18歳）の場合 166,600円 

大学卒（22歳）の場合 187,300円 

職務経験８年（30歳）の場合 217,800円 

職務経験 13年（35歳）の場合 228,900円 

心理Ｂ 

建築Ｂ 

職務経験８年（30歳）の場合 246,400円 

職務経験 13年（35歳）の場合 273,800円 

職務経験 18年（40歳）の場合 304,400円 

 
 ※上表の職務経験ありの場合は、大学卒業後から町に採用されるまでの期間、民間企業等で就労していた

場合の参考額を記載しています。 

 ※初任給は、最終学歴及び経歴（職務内容・期間）を考慮のうえ決定されます。 

 

【諸手当について】 

通勤手当、扶養手当、期末・勤勉手当（ボーナス）、時間外勤務手当、住居手当等が支給

されます。 

 

【勤務時間・休暇等について】 

  ◆勤務時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分まで 

  ◆休  日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始（12月 29日～翌年１月３日まで） 

  ◆休  暇：年次有給休暇（年間 20日、１時間単位で取得可能）のほか、夏季休暇・結婚

休暇・出産休暇・子の看護休暇・育児休業など、条例に定められた様々な休

暇制度があります。 

 

５ 受験手続 

 

申込方法 

●インターネットの申込みフォームから採用試験に申し込んでください。 

●申込みフォームには、以下の URLからアクセスしてください。 

 

URL  https://logoform.jp/form/eaKt/633951 

 

 

 

 

 

６ 受付期間 令和６年７月 12 日（金）から８月 16 日（金） 
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７ 試験結果の開示 

 

試験の結果については、下記の区分により開示請求することができます。開示を希望する場

合は、受験者本人が、マイナンバーカード、運転免許証、学生証等の顔写真付き身分証明書を

持参のうえ、高根沢町役場総務課までお越しください。電話、郵送等による開示はできません。

また、以下の開示する内容以外については、問合せ等いただいても一切お答えできませんので

あらかじめご承知おきください。 

 

試験区分 開示請求できる人 開示する内容 開示期間及び場所 

第１次試験 不合格者 

総合得点及び総合順位 

それぞれの試験区分の合格発表の

日から１ヶ月 

開示場所：高根沢町役場総務課 

第２次試験 不合格者 

第３次試験 受験者 

 

８ その他 
 

高根沢町に関する情報や人事制度等を紹介した「高根沢町職員採用ガイド」を町ホームペー

ジに掲載しています。 

 

 

町ホームページにはこちらからアクセス⇒ 
 

 

【高根沢町役場案内図】 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高根沢町役場【高根沢町大字石末 2053】 JR宝積寺駅から徒歩 10分 
  

 

JR宝積寺駅 
ファミリーマート● 

トヨペット● 



別紙 

 

実務経験に関する Q＆A 
＜建築Ａ（主事級）、建築Ｂ（主査級）を受験する人は必ず確認してください＞ 

 

 

Ｑ１ 受験資格の「実務経験」の対象となる期間は、どのようなものですか？ 

Ａ１ 民間企業の従業員、公務員として、常勤（週 30 時間以上勤務）で就業した期間が 

   該当します。（パート・アルバイトは含みません）。 

 

Ｑ２ 実務経験の対象となる業務は、どのようなものですか？ 

Ａ２ （１）建築物の設計に関する実務（単なる書類の作成、申請手続きやトレース業務 

      は除く） 

   （２）建築物の工事監理に関する実務 

   （３）工事の施工の技術上の管理に関する実務 

   （４）建築基準法第 18条の３第１項に規定する確認審査等に関する実務 

   （５）建築行政に関する実務（法律に基づく認定、審査等を行う業務） 

 

Ｑ３ 実務経験年数の計算方法は、どのようなものですか？ 

Ａ３ （１）「３年以上」の対象期間は、最終学歴取得後から令和７年３月 31日までの 

      通算です。 

   （２）１月未満の端数は、在籍期間 15日以上であれば、１月とみなします。 

      ただし、月の途中で転職をした場合で、両方の実務経験が在籍期間 15日以 

      上を満たす場合は、どちらか一方を１月と見なし、もう一方を切り捨てるこ 

      ととします。 

   （３）連続した１月以上の休業等の期間は、実務経験から差し引きます。 

   （４）同一期間内に複数の職務が重複している場合は、いずれか一方のみの職歴と 

      なります。 

 

Ｑ４ 職歴を証明する書類は、受験申込時に必要ですか？ 

Ａ４ 受験申込時に職歴を証明する書類を提出していただく必要はありません。最終合格 

   発表後、合格者には町が指定する様式で証明をしていただきます。なお、受験要件 

   を欠いていることが明らかになった場合には採用されません。 


